
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

邑楽町第七次総合計画 
２０２６～２０３５ 

（第３期邑楽町まち･ひと･しごと創生総合戦略） 

（第六次邑楽町行政改革大綱） 
 

 

（検討案） 

本内容は、審議会での審議を継続している検討中のものです。 
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Ⅰ 基本構想 
 

１－１ はじめに 

（１） 計画策定の目的 

 総合計画は、町政運営の最上位計画として、まちづくりの基本理念や将来像、その実現のた

めの方向性を示す、まちづくりを進めていくための道しるべといえます。 

 本町では、平成 28 年（2016 年）に「やさしさと活気の調和した夢あふれるまち“おうら”」

を町の将来像とした「邑楽町第六次総合計画」を策定し、その実現に向けてまちづくりを進め

てきました。 

 一方で、本町を取り巻く環境は、少子高齢化による人口減少、社会経済情勢の変化、デジタ

ル社会への進展など、大きく変化しています。また、町民との協働によるまちづくりなど、行

政に期待される役割は、ますます膨らんでいます。 

 このような中、町民が幸せや豊かさを感じられる質の高い暮らしを創出していくため、本町

の地域資源を最大限に生かすとともに、町民や民間と行政が協働することで、新たな時代にふ

さわしいまちづくりを目指し、「邑楽町第七次総合計画」を策定します。 

 なお、新たな総合計画に併せて、人口減少抑制のための事業を重点的にまとめた「第３期邑

楽町まち・ひと・しごと創生総合戦略」、効率的な行財政運営に取り組む「第六次邑楽町行政改

革大綱」を一体化することで、まちづくりを総合的に推進していきます。 
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（２） 計画の構成 

総合計画は、本町における総合的なまちづくりを推進していくための最上位計画であること

から、中長期的な視点での政策の方向性を示す「基本構想」と、具体的な政策の方向性や重点

施策を示すとともに時代の変化に柔軟に対応する「基本計画」で構成します。 

○基本構想  中長期的な視点での政策の方向性を示すもの 

○基本計画  具体的な政策の方向性や重点施策を示すもの 

 

 

（３） 計画の期間 

 「邑楽町第七次総合計画」の計画期間は、令和８年度（2026 年度）～令和 17 年度（2035 年

度）の 10年間です。 

 基本計画は前期、後期５年ごとに見直します。また、毎年度施策評価を実施し、社会経済情

勢や町民ニーズの変化に柔軟に対応するため、適宜見直しを行います。 

 

 

基本構想 

将来像・基本理念 

基本目標・基本方針 

基本計画 

施策 

重点施策（戦略） 

分野別個別計画 

具体化・補完 
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（４） 総合計画のこれまでとこれから 

 

【邑楽町のあゆみ】 【社会的な出来事】 

昭和 32 年（1957 年）邑楽村の誕生（中島村から改称） 

 

 

昭和 43 年（1968 年）邑楽町の誕生（町制施行） 

人口約 1.5 万人 

昭和 45 年（1970 年）都市計画区域指定 

昭和 46 年（1971 年）「邑楽町総合計画書」策定 

 

昭和 53 年（1978 年）「邑楽町新総合計画」策定 

人口 2 万人突破 

 

昭和 61 年（1986 年）「邑楽町第三次総合計画」策定 

 

平成５年（1993 年）シンボルタワー「未来 MiRAi」オープン 

平成７年（1995 年）町立図書館オープン 

平成８年（1996 年）「邑楽町第四次総合計画」策定 

邑楽町ホームページ開設 

 

平成 12 年（2000 年）公共下水道供用開始 

人口ピーク約 2.7 万人（国勢調査） 

 

平成 15 年（2003 年）おうら中央公園完成 

平成 17 年（2005 年）おうらお知らせメール開始 

平成 18 年（2006 年）「邑楽町第五次総合計画」策定 

保健センター完成 

平成 20 年（2008 年）役場庁舎完成 

 

 

平成 28 年（2016 年）「邑楽町第六次総合計画」策定 

平成 30 年（2018 年）中央公民館完成・おうらこども園開園 

 

令和５年（2023 年） 

邑楽町公式キャラクター「オーランドさん」誕生 

 

昭和 39 年（1964 年） 

東京オリンピック開催 

昭和 42 年（1967 年） 

日本の人口１億人突破 

 

 

昭和 48 年(1973 年)オイルショック 

 

 

 

 

平成３年(1991 年)バブル経済の崩壊 

平成５年(1993 年) 

群馬県人口 200 万人突破 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 20 年(2008 年)日本の人口ピーク 

平成 23 年（2011 年）東日本大震災 

平成 26 年（2014 年） 

まち・ひと・しごと創生法の制定 

 

 

令和２年(2020 年)～令和５年(2023 年) 

新型コロナウイルス感染症の流行 

 

 

 



4 

 本町では、これまで、さまざまな時代の社会的背景や町民ニーズの変化に対応しながら総合計

画を策定し、施策を展開してきました。これまでの総合計画の計画期間と将来像などは次のとお

りです。 

 時代背景を踏まえて、人口拡大の時代には、都市的な発展と自然環境や農地の保全の調和を図

るまちづくりを進めてきました。人口減少や少子高齢化の時代の到来以降は、「やさしさと活気の

調和」を強調した福祉・子育て政策や経済政策を中心にまちづくりを進めてきました。 

 

【これまでの総合計画】 

１ 邑楽町総合計画書 
1971 年(昭和 46 年)～1980 年(昭和 55 年) 

 

時代背景 高度経済成長期、人口増加 

「農工一体として発展する町」 

２ 邑楽町新総合計画 51～60 
197６年(昭和５１年)～198５年(昭和６０年) 

 

時代背景 バブル経済、工業開発や大型店出店増加 

「緑と水の活力にみちた農工調和の町」 

３ 邑楽町第三次総合計画 
19８６年(昭和６１年)～19９５年(平成７年) 

 

時代背景 バブル経済崩壊 

「緑と水の活力にみちた農工商調和の町」 

４ 邑楽町第四次総合計画 
19９６年(平成８年)～２００５年(平成１７年) 

 

時代背景 人口増加のピーク、人口減少時代の到来 

「活気にあふれ誇りのもてる快適な町」 

５ 邑楽町第五次総合計画 
２００６年(平成１８年)～２０１５年(平成２７年) 

 

時代背景 景気低迷、東日本大震災 

「やさしさと活気の調和したまち“おうら”」 

６ 邑楽町第六次総合計画 
２０１６年(平成２８年)～２０２５年(令和７年) 

 

時代背景 少子高齢化の進展、コロナ禍の経験 

「やさしさと活気の調和した夢あふれまち“おうら”」 

 

 

 

 

  

時代の変化に柔軟に対応した、新たな時代のニーズを踏まえたまちづくりを進めます 
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１－２ 邑楽町の現況と課題 

（１）時代の潮流 

１） 人口減少・少子高齢化の進行 

 晩婚化・未婚化などによる少子化の進行と平均寿命の延びによる高齢者人口の増加により

全国で人口減少、少子高齢化が進行しています。また、外国人人口も増加傾向にあるなど、

人口構造が大きく変化しています。これにより、地域活力の低下、労働や地域活動に関する

人手不足、税収減少などに加え、高齢化などに伴う医療・介護費の負担増、交通弱者や要支 

援者の増加、また、多文化共生社会への移行の必要性など、さまざまな課題が生じています。 

 国では、深刻な少子化の解決に向け、「こども家庭庁」が令和５（2023）年に発足、社会全

体で子どもの成長をサポートする体制の構築が進められています。 

 これらの解決に向け、引き続き定住人口増加につながる取組に加え、必要なサービスや暮

らしの質が維持される持続可能なまちづくりが求められています。 

 

２） 安全安心への関心 

 大規模な地震や気候変動の影響による自然災害の激甚化・頻発化により、自然災害に対す

る警戒感が高まっています。日常的な備えはもちろん、災害発生時の迅速な初動体制の確立

や被災者支援など、地域コミュニティの重要性が再認識されています。 

 また、子どもや高齢者などの社会的弱者が巻き込まれる事件・事故が多発するほか、空き

家やヤード、放置された農地や森林の増加など、さまざまな分野で安全安心への関心が高ま

っています。 

 これらの解決に向け、引き続き、行政の取組と地域や住民が主体となった取組の連携によ

り、安全安心を確保する、地域で支え合うことのできるまちづくりが求められています。 

 

３） 多様化する価値観 

 新型コロナウイルス感染症の問題は生活や経済へ重大な影響を与え、新しい生活様式への

関心が高まりました。 

 また、国を中心に「働き方改革」が推進されるなど、若者を中心に地方部への関心が高ま

っていると言われており、今後、「居住地」や「暮らし」の価値観は、ますます多様化するこ

とが考えられます。 

 このような背景を踏まえ、多様化する価値観に対応した、柔軟なまちづくりが求められて

います。 
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４） デジタル化社会の進展 

 情報化技術の急速な発展に伴い、さまざまな分野における生産効率向上、生活サービスの

利便性向上など、経済発展と社会的課題の解決に向け、デジタル技術を活用した DX（デジタ

ルトランスフォーメーション）の取組が進んでいます。 

 国においても、「デジタル庁」を令和３（2021）年に発足させ、デジタル社会の形成に関す

る迅速かつ重点的な遂行が進められています。 

 行政分野においても、これまで進めてきたデジタル化を更に発展させ、町民サービスの向

上、行政事務の効率化の推進が求められています。 

 

５） 持続可能な環境調和 

 地球温暖化や気候変動など、地球規模での環境問題が深刻化しています。我が国では、

2050 年までに温室効果ガス排出をゼロにする「カーボンニュートラル」を目指し、二酸化炭

素を排出しない再生可能エネルギーの活用や、環境負荷を抑制するコンパクトなまちづくり

などの取組が進められています。 

 また、令和 12（2030）年を期限とする「誰一人取り残さない」社会の実現を目指す「持続

可能な開発目標（SDGs）」では、本町においても目標達成に向けて具体的な取組を進めてきま

した。 

 これまでの取組を継続、発展させ、かけがえのない環境や限りある資源を次世代へ引き継

いでいくことが求められています。 

 

６） 公民連携の拡大 

 近年、行政が主体として担ってきた公共サービスについて、良質なサービスを効率的かつ

効果的に提供するという観点から、行政と民間のパートナーシップによる新たな連携・協力

形態が増えています。 

 このような動向を生かし、社会課題解決に向けて、公民連携のまちづくりを進めていくこ

とが求められています。 
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（２）邑楽町の現況 

 １） 位置及び地勢 

 本町は、群馬県南東部に位置し、東は館林市、西は太田市・大泉町、南は千代田町、北は

栃木県足利市と接しています。町域は、平均標高 25m の平坦地であり、東西約６km、南北約

7.7km で、町土面積は 31.11k ㎡を有しています。 

 本町の東側には、白鳥が飛来することで有名な多々良沼、中央部には多々良川や孫兵衛川

が流れ、肥沃な農耕地、アカマツ林・雑木林などの平地林があり、水と緑の自然環境に恵ま

れています。 

 また、本町は都心から約 70km の距離にあり、隣接市町を経由し東武鉄道や東北自動車道及

び首都圏中央連絡自動車道（圏央道）などの交通網で首都圏とつながっています。町内の道

路網は、東西方向に国道 122 号・国道 354 号、南北方向に主要地方道足利邑楽行田線・一般

県道赤岩足利線が通っています。公共交通は、東武鉄道小泉線が乗り入れ、本中野駅周辺を

中心として市街地が形成されています。また、公共バス「邑楽町内循環線」が走っていま

す。 

 
【邑楽町の位置】 
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 ２） 人口と世帯 

 国勢調査では、本町の人口は平成 12 年（2000 年）から減少が続いています。令和２年

（2020 年）には 25,522 人となり、20 年間で、約 2,000 人減少しています。世帯数は増加傾

向が続き、令和２年には 9,728 世帯となっています。一方、1世帯当たりの人口は減少し、令

和２年には 2.62 人となっています。このように、本町では人口減少と核家族化の進行がみら

れます。 

 また、年齢３区分別人口をみると、年少人口および生産年齢人口は 20年間減少が続いてお

り、年少人口は約 1,400 人、生産年齢人口は約 4,900 人減少しています。一方、高齢者人口

は、20 年間で倍増しています。 

 令和２年における本町と群馬県の年齢別人口の割合を比較すると、本町は群馬県よりも高

齢者人口の割合が高く、生産年齢人口の割合は低いことから、特に高齢化が進行しているこ

とがわかります。 

 

 

 

  

（上）人口と世帯数の推移 （下）外国人人口の推移 

資料：国勢調査 
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平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和2年

27,512 27,372 27,023 26,426 25,522

年少人口（0-14歳） 4,210 3,832 3,572 3,250 2,824

割合（%） 15.3 14.0 13.2 12.4 11.2
生産年齢人口（15-64歳） 19,172 18,830 17,659 15,609 14,259

割合（%） 69.7 68.8 65.3 59.3 56.3
高齢者人口（65歳以上） 4,130 4,710 5,792 7,449 8,241

割合（%） 15.0 17.2 21.4 28.3 32.5

年
齢
別
人
口

区分

総人口

年齢３区分別人口の構成比 
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 ３） 産業別就業人口 

 就業人口総数は、総人口や生産年齢人口の減少と同様に、平成 12 年（2000 年）から減少傾

向が続き、令和２年（2020 年）には 12,771 人となり、平成 12 年と比較すると、約 1,680 人

減少しています。 

 産業別の割合でみると、第１次産業、第２次産業は減少傾向が続いています。また、第３

次産業は増加傾向が続いており、令和２年には 55.8％と、全体の半分以上を占めています。 

 

 

 
  

産業別就業者人口 

平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和2年

14,447 14,050 13,244 12,967 12,771
第1次産業 877 739 670 608 519

割合 6.1% 5.3% 5.1% 4.7% 4.1%
第2次産業 7,049 6,251 5,441 5,136 4,730

割合 48.8% 44.5% 41.1% 39.6% 37.0%
第3次産業 6,444 7,042 6,940 7,020 7,120

割合 44.6% 50.1% 52.4% 54.1% 55.8%

産
業
別
人
口

就業人口総数

区分

資料：国勢調査 

産業別就業者人口の構成比 

資料：国勢調査 
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（農業） 

 総農家数は、減少傾向が続いています。令和２年（2020 年）には 618 戸と、20年間で約

62％となっています。また、経営耕地面積も減少傾向が続き、令和２年には 1,042ha と、20

年間で約 76％になっています。 

 水と緑に恵まれた田園地帯として発展してきた本町ですが、全国的な傾向と同様に、本町

の農業環境も厳しさを増していると考えられます。 

 

 

  

農家数、経営耕地面積 

資料：農林業センサス 
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（工業） 

 事業所数および従業者数は、平成 27 年（2015 年）から令和２年（2020 年）まで、概ね横

ばい傾向となっています。一方で、製造品出荷額等は、平成 29 年（2017 年）以降は微増傾向

となっています。 

 

（商業） 

 令和３年（2021 年）には従業者数 1,650 人、年間販売額 484 億円であり、増加傾向にあり

ます。一方で、事業所数は概ね横ばい傾向となっています。 

 

資料：工業統計調査 

事業所数、従業者数、製造品出荷額等 

資料：経済センサス 

事業所数、従業者数、年間販売額 
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 （３）まちづくりに関する町民意識 

 「邑楽町第七次総合計画」の策定に当たり、町民の意識や要望などを聴取することを目的とし

て、町民アンケート調査、中学３年生アンケート調査、町民広聴会を実施しました。その概要

は、次のとおりです。  ※調査結果の掲載は、主なものを抜粋しています。 

 

１）町民アンケート調査 

【実施概要】 

  調査対象 邑楽町内 2,000 人（邑楽町在住の 18 歳以上の方から無作為抽出） 

  調査方法 郵送配布・回収（WEB フォームによる回答を併用） 

  調査期間 令和６年（2024 年）７月～８月 

  回収結果 有効回収数 632 票（郵送回答 515、WEB 回答 117） 回収率 31.6％ 

 

 

【住みやすさ】 

N=632 
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【これからの邑楽町に望むこと】 【力を入れてほしいこと】 

【これからの邑楽町に望むこと（年代別）】 【力を入れてほしいこと（年代別）】 
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【人口減少対策】 

・「働く場所の確保」をあげる意見がもっとも多く、次いで、「子どもの育成・教育環境の向

上」「日常の買い物環境の充実」をあげる意見が多くありました。 

 

【高齢化対策】 

・「在宅サービスの充実」をあげる意見がもっとも多く、次いで、「高齢者が働ける機会を増

やす」「保健医療体制の充実」などをあげる意見が多くありました。 

 

 

 

 

 

【人口減少対策（年代別）】 

【人口減少対策】 【高齢化対策】 
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 ２）中学３年生アンケート調査 

【実施概要】 

  調査対象 邑楽中学校、邑楽南中学校の３年生 全生徒 

  調査方法 WEB フォーム 

  調査期間 令和６年（2024 年）７月 

  回収結果 有効回収数 184 票 

 

【住みやすさ】 

・「とても住みよい・まあまあ住みよい」と答えた生徒は約８割でした。 

・住みやすい理由として、「住民・人がよい」がもっとも多く、そのほか、「環境・雰囲気」 

「安全」などをあげる意見が多くありました。 

・一方で、住みにくい理由としては、「買い物が不便」「遊び場がない」「交通が不便」 

 という意見が多くありました。 
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３） 町民広聴会 （主な意見・要望） 

◆暮らし・生活基盤 

  ・市街化調整区域では住宅開発が厳しく規制されているが、町に戻りたい人、新たに転居する 

人たちが住める場所が必要 

  ・住宅だけでなく、交流活動や買い物ができる拠点も必要 

  ・空き家の増加が目立つため、空き家を活用した居住対策が必要 

  ・一部の避難所周辺の道路が大雨時に浸水しているため対策が必要 

◆子育て・教育 

  ・子どもたちを遊ばせることができる遊具のある公園がほしい 

  ・通学路など、子どもたちの安全確保が重要 

  ・教育のデジタル化の取組も良いが、書く・読む教育とのバランスも重要 

  ・子どもたちの食の安全を考えたオーガニック給食の導入、食や農業の大切さを学ぶ場が必要 

  ・不登校児童・生徒は、学校に戻すだけではなく、個人が選択できる幅を増やしてほしい 

◆高齢化対策 

  ・町には農業も含めてたくさんの仕事があるので、高齢者が元気に働ける仕組みが必要 

  ・高齢者が暮らしやすいよう、移動支援策を進めてほしい 

  ・高齢者が孤独にならないよう、地域コミュニティ活動など高齢者の社会参加の機会を増やし

てほしい 

◆生活環境 

  ・解体業者のヤードが増加し、騒音などの生活環境に影響があるため対策が必要 

  ・美しい街並みを守る取組など、まちの価値向上に努めるべき 

◆その他 

  ・企業誘致を進めるべき 

  ・未婚の人が多い。価値観の多様化もあるが、結婚支援策を講じてほしい 

  ・東京でアンテナショップをつくるなど、町の存在を広めるプロモーション活動も必要 

 

 

  

町民広聴会 実施概要 
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 （４）今後のまちづくりの課題 

 １） 人口減少の抑制 

 人口減少は、人手不足や税収減、賑わいや消費活動の衰退など、町の活力低下に直結する

大きな課題です。簡単に解決できる問題ではありませんが、さまざまな施策によって、町民

に住み続けていただき、転出した人が戻ってきたくなる、近隣から移り住みたくなるような

町にすることが必要です。 

 また、多様な働き方に対応できる「しごと」づくりも重要な課題です。 

２） 少子化対策 

 子どもを産み子育てしやすい環境、子どもたちがのびのびと遊んだり学んだり心身ともに

健やかに育つことができる環境など、邑楽町で子育てしたいと思ってもらえる町にすること

が必要です。 

３） 高齢化対策 

 いつまでも生きがいをもち元気に暮らせる高齢者を増やしていくための健康寿命の延伸が

課題です。また、高齢者が暮らしやすい住環境、防災・交通弱者の支援、地域で支え合うコ

ミュニティ形成なども重要です。 

４） まちの活力衰退の抑制 

 市街地や集落には空き家が存在し、荒廃する農地や平地林も顕在化しており、活気がなく

なることのほか、防犯面、環境・景観面でも課題となっています。また、車があれば比較的

便利な生活が営める地域ですが、買い物や通院などの生活利便性の向上も求められていま

す。 

５） 時代の変化への対応 

 持続可能なまちづくりを進めるためには、働き方改革やデジタル技術の進展、環境負荷低

減などの時代の変化に速やかに対応していくことも必要です。さまざまな連携・協働やデジ

タル技術を積極的に活用した行政運営に取り組んでいくことが課題です。 

 また、外国人住民も増えており、地域防災や学校教育、医療などのさまざまな分野で課題

が顕在化しています。 
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１－３ まちづくりの目標 

（１）将来像・基本理念 

 本町には、多々良沼公園や平地林、農地が織りなす美しい景観や自然環境が広がっています。

また、先人から受け継がれてきた歴史と文化があり、古くは農業のまちとして栄え、近代は工業

都市のベッドタウンとして発展してきました。令和３年（2021 年）には開発規制を緩和した地区

計画制度を活用し、住む場所の選択肢を増やすなど移住・定住にも対応したまちづくりを進めて

います。また、平成 30年（2018 年）にオープンした邑楽町中央公民館が「令和２年度（2020 年

度）文部科学大臣表彰優秀賞」を受賞、邑楽町立図書館が「26 年連続県内貸出率第１位（更新

中）」であるなど、公共施設のサービスが充実しており、子育て環境についても、公立の幼・保・

こども園を５園有し、妊娠・出産から切れ目のない支援を行っています。学校教育においても早

い時期からのデジタル教育導入など個性的な学習支援に取り組んでいることなども評価され、民

間企業による「街の幸福度」＆「住み続けたい街」ランキングで上位となりました。 

 前計画では、「やさしさと活気の調和した夢あふれるまち“おうら”」を将来像としてまちづく

りを進めてきましたが、新型コロナウイルス感染症の流行や集中豪雨などの自然災害の多発、外

国人住民の増加、国が先導した働き方改革の浸透や子育て支援の拡充、デジタル技術の発展、ま

た、利根川新橋の事業始動など、本町をとりまく社会情勢は大きく変化しています。 

 本町が有する強みを生かし、新しい時代の変化や町民ニーズを踏まえて、新たな価値を生み出

し、将来へ引き継いでいく必要があります。 

 本計画における将来像は、協働のまちづくりを進めるうえで共有する未来のまちの姿を現す、

わかりやすいフレーズとして、次代を担う中学３年生にアイディアをいただいたものから選出し

ました。郷土愛と誇りを高め、さまざまな人々が助け合いながらまちづくりを進めることで、幸

せで穏やかな暮らしを営める住みよいまちを創っていきたいという想いが込められています。 

 

将来像 

「幸せあふれる 住みよいまち“おうら”」 
 

基本理念 

「健康で安心に暮らせ 次世代へとつながる 誰もが自分らしく輝けるまちを目指して」 

 

 基本理念は、将来像の実現に向けてまちづくりを進めていく上で、各分野に共通する基本

的な姿勢です。 

町の立地特性や魅力的な地域資源を生かし、協働のまちづくりを進めることで、すべての

町民が元気に、そして生きがいと誇りをもって、心豊かに暮らせる幸福を実感できるまち

（Well-Being なまち）を目指します。この町に住み続けたい、戻ってきたい、移り住んでみ

たいという人たちを増やし、次世代へ継承していきます。 
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（２）基本目標 

 基本目標は、将来像を実現するために何をするのか、施策の考え方を示すものです。 

 

  １．みんなの笑顔があふれ、誰もが輝けるまちづくり 

 

  ２．誰もが安心して、心身ともに健康で元気に暮らせるまちづくり 

 

  ３．活力と魅力のある持続可能なまちづくり 

 

  ４．地域で支え合う、協働とデジタル技術を活用したまちづくり 
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基本目標１ みんなの笑顔があふれ、誰もが輝けるまちづくり 

 

【子育て・教育】  子育て環境の充実 

 安心して子どもを生み育てられる環境をつくるとともに、幼児教育・保育や学校教育の一

層の充実を図ります。 

 また、学校と家庭と地域が一体となって子どもたちを見守る仕組みをつくり、心豊かでた

くましい子どもたちを育成します。 

 

【文化・生涯学習】 学ぶ意欲と創造力の育成 

 地域の歴史・文化を守り後世に伝え、町の個性を生かした文化を創造する環境をつくりま

す。 

 また、さまざまな学習やスポーツなど、一人一人が生涯にわたって学ぶ意欲をもち、その

成果を社会に生かしていくことができる環境を整えていきます。 

 

 

基本目標２ 誰もが安心して、心身ともに健康で元気に暮らせるまちづくり 

 

【健康・福祉】  地域で支え合う元気な暮らし 

 みんなが元気に生活していけるよう、予防医療の展開と医療体制の充実による健康づくり

を推進します。 

 また、コミュニケーションを大切にした地域でお互いに支え合う仕組みを整えていきま

す。 

 

【安全・安心】  地域の力で守る安心した暮らし 

 災害に対して、迅速に対応する体制づくりを強化します。 

 また、地域の力を活用した、犯罪や事故を発生させない安全・安心な環境をつくります。 

 

  



23 

基本目標３ 活力と魅力のある持続可能なまちづくり 

 

【しごと・賑わい】 まちの活力の再生 

 地域資源を生かし、農業や商工業の振興を図るための取組や、時代の変化に対応したさま

ざまなしごとの創造支援に努め、活力の再生を図ります。 

 また、町の魅力や情報を町内外へ積極的に発信していきます。 

 

【生活基盤】 環境にやさしい快適な暮らし 

 人口減少や少子高齢化社会に対応し、快適で便利な暮らしや産業を支える生活基盤を整え

ます。 

 また、豊かな水と緑に恵まれた自然環境を守るとともに、身近な生活環境に関する問題に

取り組み、環境にやさしい持続可能なまちづくりを進めます。 

 

 

基本目標４ 地域で支え合う、協働とデジタル技術を活用したまちづくり 

 

【人権・協働】 みんなのつながり 

 すべての町民の人権が等しく尊重される共生社会の実現に向けた取組を進めます。 

 また、町民や事業者と行政が一体となって、社会課題の解決に向けて、協働のまちづくり

を進めます。 

 

【行財政運営】 サービスの充実と効率化 

 多様化する町民ニーズに対応するとともに、人手不足などに対応した効率的行政運営を進

めるため、デジタル技術を有効活用します。 

 また、効率的な組織体制、安定した財政力などによって、これからの時代にふさわしい持

続可能で自立した行財政運営を行っていきます。 
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（３）将来都市構造 

  人口減少や少子高齢化が進む時代にあって、本町の個性的な魅力である豊かな自然や水辺環

境、穏やかな田園景観を守りながら、まちの活力を創出するとともに、誰もが暮らしやすい“ま

とまりのあるまち”をつくり、次世代へ継承するため、将来都市構造図を定めます。 
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（４）将来目標人口 

 本町の人口は、2000 年をピークに減少に転じており、国立社会保障・人口問題研究所が 2024 年

6 月に発表した人口推計では、本計画の目標年次である 2035 年には 22,056 人まで減少すると予測

されています。 

 人口の減少は、生活環境の維持や労働力、地域活動における人手の確保が困難になるほか、地

域経済の縮小や税収の減少など、町の活力維持にも大きな影響を及ぼすことが懸念されます。 

そのため、将来にわたり、町の活力を維持していくため、可能な限り人口減少を抑制していく

ことが必要です。 

 邑楽町人口ビジョンでは、将来目標人口を定めており、ビジョンの目標値を踏まえ、本計画の

目標年次である 2035 年における目標人口は、22,500 人とします。 

 

 

 

 

※詳細は「Ⅲ.人口ビジョン」参照 
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Ⅱ 前期基本計画 
 

２－１ 基本計画の概要 

（１） 基本計画の構成 

 基本計画は、基本構想における将来像を実現するための各分野における基本的な考え方や具

体的な施策、取組を明らかにするとともに、下記の２つの計画を包含します。 

 前期基本計画の期間は、基本構想の期間のうち、前半の５年間(令和８年度（2026 年度）～

令和 12 年度(2030 年度))として、見直しを行います。なお、毎年度施策評価を実施し、社会経

済情勢や町民ニーズの変化に柔軟に対応するため、必要に応じて適宜見直しを行います。 

「第３期邑楽町まち・ひと・しごと創生総合戦略」 

 本町では、平成 27年度（2015 年度）、人口減少社会に対応する国の地方創生の動きに合わせ、

令和 42 年（2060 年）までの本町の将来推計人口を基に「邑楽町まち・ひと・しごと創生人口

ビジョン・総合戦略」を策定しました。その後、平成 30 年（2018 年）に国立社会保障・人口

問題研究所が発表する将来推計人口の新たな数値が発表されたため、本町の数値も修正すると

ともに「第２期邑楽町まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定し、「邑楽町第六次後期基本計

画」では、総合戦略の考えを溶け込ませ、人口減少に対応するまちづくりを推進してきました。 

 今後も引き続き、人口減少社会に対応し、持続的なまちづくりを進めていくため、本基本計

画における「２－３．重点施策」を「第３期邑楽町まち・ひと・しごと創生総合戦略」として

位置づけ、重点的に取り組むべき施策を「重点施策」としてまとめています。 

 「第３期邑楽町まち・ひと・しごと創生総合戦略」の計画期間は、基本計画と同じ５年間と

して、後期基本計画の策定に合わせて見直すものとします。 

 なお、国では、令和７年（2025 年）６月に「地方創生 2.0 基本構想」が閣議決定されました。

これは、平成 26 年（2014 年）に「地方創生」が開始されてからの 10 年間の成果と反省を踏ま

え、今後 10年間を見据えた「地方創生 2.0」の方向性を提示するものとして策定されたもので

す。今後、国では、基本構想で示した方針を踏まえ、具体的な施策を記述した「総合戦略」を

本年（令和７年）中に策定することとしています。そのため、本基本計画では、「地方創生 2.0」

の考え方を踏まえるものとします。 

「第六次邑楽町行政改革大綱」 

 社会情勢の変化に伴う新たな行政課題などに的確に対応し、より効率的・効果的な行財政運

営を推進していくための指針である「第六次邑楽町行政改革大綱」を本基本計画に包含します。 

 「２－２．分野別計画」のうち「21.協働」「23.行政効率化（DX）」「24.財政運営」を「第六

次邑楽町行政改革大綱」として位置づけます。 

 なお、「第六次邑楽町行政改革大綱」の計画期間は、基本計画と同じ５年間として、後期基本

計画の策定に合わせて見直すものとします。  
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（２） 施策の体系 

 基本構想で定めた将来像を実現するため、４つの基本目標、８つの基本方針の各分野におけ

る施策体系図を示します。 

 ここに示す 24 施策はそれぞれが独立していますが、必要に応じて横断的に連携、補完し合

うこととします。 
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（３） ＳＤＧｓの推進 

 SDGs とは、平成 27 年（2015 年）９月の国連サミットで採択された令和 12 年（2030 年）を

期限とする、先進国を含む国際社会全体の開発目標で、持続可能な世界を実現するための 17 の

目標と 169 のターゲットで構成されています。国は、SDGs に示される多様な項目の追及が、各

地域における諸課題の解決に貢献し、地方創生を推進するものであるとして推進しています。 

 本町においても、SDGs の達成が本町の課題解決になる、また、本町の課題を解決することで

SDGs に貢献できるという考えの下、これまでも総合計画、総合戦略の各施策と SDGs の各目標

の関連付けを行い、町全体で SDGs を支援してきており、これからも継続して SDGs を支援して

いきます。 

 なお、SDGs の期限は、本前期基本計画の目標年と同じ令和 12 年ですが、今後の後期基本計

画においても、この考えを継続していくことを考えています。 
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２－２ 分野別計画 

（１） 分野別の目標 

 分野別計画は、８つの基本方針の分野ごとに 24 の施策を体系的にまとめています。 

 各分野において、町民満足度を目標指標として設定し、各施策の取組を進めていきます。 

下記は、令和７年（2025 年）に実施した、町公式 LINE を活用したアンケート調査による満足

度です。「満足」「やや満足」「普通」を合わせた割合を８割に延ばす（現況で８割を超えている

分野は８割を維持）ことを目標とします。 

 

 

 

１ 子育て・教育分野 ２ 文化・生涯学習分野 

【現況】72.8％ 【現況】84.2％ 

  

３ 健康・福祉分野 ４ 安全・安心分野 

【現況】78.7％ 【現況】75.3％ 
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５ しごと・賑わい分野 ６ 生活基盤分野 

【現況】66.5％ 【現況】59.9％ 

  
７ 人権・協働分野 ８ 行財政運営分野 

【現況】76.1％ 【現況】77.9％ 
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（２） 分野別計画の構成 

 分野別計画は、24 の施策を体系的にまとめたもので、それぞれの計画は、以下のように構成

されています。 

 

 

 

 

項 目 概 要 

施策分野のタイトル 24 の施策番号と施策名称を示します。 

関連する SDGs の分野 施策に関連する SDGs の目標のロゴを表示します。 

担当する課 施策を担当する課名を表示します。一番上に記載するのが主担当課です。 

施策のテーマ 施策の目標・方向性を一言で示すものです。 

施策の目標・方向性 施策の目指す目標、方向性を表示します。 

現況・課題 施策に関連する現況、課題を表示します。 

個別計画 それぞれの施策分野における個別計画を表示します。詳細内容は個別計画に委ねます。 

行政の取組 今後、行政として実施する、また、実施すべき取組を表示します。 

主な事業 具体的な事業について、代表的なものを表示します。 

目標指標 施策の評価、進行管理に用いる数値目標を表示します。 

町民のみなさんに協力してほしいこと 町民のみなさんに協力してほしいことを表示します。 

用語解説 各分野の専門用語の解説です。 
  

施策のテーマ 

施策の目標・方向性 現況・課題 

個別計画 

行政の取組 

主な事業 

目標指標 

町民のみなさんに協力してほしいこと 

専門用語などの解説 

関連する SDGsの分野 担当する課 

施策分野のタイトル 
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２－３ 重点施策（第３期邑楽町まち・ひと・しごと創生総合戦略） 

（１） 重点施策の位置づけと構成 

 本町ではこれまで、国や県の地方創生の取組を踏まえ、人口減少社会に対応し、自立的で持

続的なまちづくりを進めていくため、平成 27 年（2015 年）から「邑楽町まち･ひと･しごと創

生人口ビジョン・総合戦略」、「第２期邑楽町まち･ひと･しごと創生総合戦略」を策定し、各種

の取組を進めてきました。 

 国は、令和５年（2023 年）12 月に「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を抜本的に改訂し、

デジタル田園都市国家構想を実現するための「デジタル田園都市国家構想総合戦略」を策定、

また、令和７年（2025 年）６月に「地方創生 2.0 基本構想」を公表し、令和７年中に「安心し

て働き、暮らせる地方の生活環境の創生」をはじめとした５本柱に沿った新たな総合戦略を策

定することとしています。 

 

【国による「地方創生 2.0」基本構想の基本的な考え方】 

これまで（地方創生 1.0） これから（地方創生 2.0） 

人口減少を抑制することを前提とした施策展開 人口減少が進むなかでも経済成長、地域社会を維持 

・人口減少・地域経済縮小の克服 

・中長期展望として「2060 年に１億人程度を維持」

を提示し、人口減少を押しとどめる 

・人口規模が縮小しても経済を成長させ、地方を元

気にする 

・少子化対策により今後の人口減少のペースが緩ま

るとしても、当面の人口減少が続くことを正面か

ら受け止め、適応策を講じる 

・若者や女性にも選ばれる地方を創る 

【４つの柱】 

１ 地方に仕事をつくり、安心して働けるようにする 

・地方での雇用の創出が中心 

・情報通信は当時の技術を前提（ICT・ブロードバンド等） 
 

２．地方への新しいひとの流れをつくる 

・東京から地方への移住施策が中心 
 

３．若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる 
 

４．時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守ると

ともに、地域と地域を連携する 

・人口減少を押しとどめる前提での課題解決・対応策 

・地域連携は行政・生活サービス維持の観点 

【５つの柱】 

１ 安心して働き、暮らせる地方の生活環境の創生 

・若者･女性への着目、人口減少が進む中でも社会を維持 
 

２ 稼ぐ力を高め、付加価値創出型の新しい地方経済

の創生 

・人口減少局面でも稼げる地方を創る(新結合による高付加価値化) 
 

３ 人や企業の地方分散 

・関係人口を活かした都市と地方の支え合い 
 

４ 新時代のインフラ整備と AI・デジタル等の新技術

の徹底活用 

・生成 AI 活用や、半導体産業・データセンターの地方分散 
 

５ 広域リージョン連携 

・自治体の区域を超え経済の観点でも官民連携のプロジェクト 

国資料（内閣官房新しい地方経済・生活環境創生本部事務局）より作成 
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 国の動向を踏まえながら、本町の特性や地域資源を最大限に生かし、持続可能な社会の実現

に向けて、各種施策を継続して推進するため、総合計画と一体的に、重点的な施策として、「第

３期邑楽町まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定するものです。 

 なお、重点施策は、前述の分野別計画の中から、特に重点的かつ戦略的に取り組むべき施策

をまとめたもので、以下の５つの戦略目標から構成します。 

 

【前計画（第２期邑楽町まち･ひと･しごと創生総合戦略）における基本目標】 

人口減少を抑制することを前提とした施策展開 

基本目標１ 邑楽町でしごとをつくり安心して働く環境を創出する 

基本目標２ 邑楽町への新しい人の流れをつくる 

基本目標３ 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる 

基本目標４ 安心して暮らせる魅力的なまちをつくる 

▼ 
【国の地方創生 2.0 の柱を考慮した新たな基本目標】 

人口減少が進む中でも経済成長、地域社会を維持 

戦略目標１ 安心して働き、暮らせる邑楽町の生活環境を創出する 

戦略目標２ 新たな時代にあった持続可能な地域経済、稼げるまちをつくる 

戦略目標３ 関係人口を生かした交流・支え合いを進める 

戦略目標４ デジタル技術などを積極的に活用したまちをつくる 

戦略目標５ さまざまな連携と協働によって新たな時代の地域をつくる 

 

【関係人口等とは？】 

 関係人口とは、移住した「定住人口」でもなく、観光に来た「交流人口」でもない、地域と

多様に関わる地域外の人々を指します。 

 現在、多くの地方都市において、人口減少・高齢化による地域づくりの担い手不足が課題と

なっていますが、変化を生み出す人材が地域に入り、地域づくりの担い手となっている例も多

くみられます。 

 主な生活拠点とは別の特定の地域に生活拠点（ホテル等を含む）を設ける暮らし方である「二

地域居住」も増加しているほか、「ふるさと住民登録制度」の創設など、国も推進しています。 

 
出典：総務省資料 
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（２） 最重点施策 

【邑楽町の地域資源・個性】 

 「地方創生 2.0 基本構想」では、地域資源を最大限に活用した個性あるまちづくりを進める

こととしています。ここでは、邑楽町の地域資源や個性とはどのようなものか、現況調査や町

民アンケート調査の意見などを基に、町の強み・弱みを整理します。併せて、時代の潮流から、

町にとっての好機（追い風）、脅威（逆風）についても整理します。 

 

邑楽町の強み（プラス要因） 邑楽町の弱み（マイナス要因） 

・民間調査での幸福度が県内トップクラス 

・子育て・教育分野の評価が高い 

・人がよい（温かい） ※中学３年生アンケート 

・災害に強い（浸水被害想定、地盤条件等） 

・自然が豊か（田園景観・多々良沼等） 

・首都圏への通勤圏（鉄道駅あり） 

・車があれば生活や勤労に便利 

・先進的な教育のデジタル化 

・農作物 「おうらブランド」 

・町民図書館、中央公民館等のシビックコア 

・保健センターのサービスが充実 

・てくてくアプリ、地域通貨などデジタル化 

・「広報おうら」は対外的な評価が高い 

・若い世代の人口流出 

・交通が不便（バスのカバー率・利用率が低い） 

・町内に大型商業施設がない 

・人口あたりの医療施設数や医師の数が少ない 

・子どもたちの居場所や遊び場が少ない 

・高齢化に伴う社会保障費の増加 

・高齢化等による地域コミュニティの衰退 

・中心市街地、本中野駅周辺の活力の低迷 

・集落の宅地開発への制限（市街化調整区域） 

・町外へのＰＲが十分とはいえない 

・外国人住民とのコミュニケーションが不十分 

・行政職員の人手不足 

 

好機 （追い風） 脅威 （逆風） 

・利根川新橋事業着手 

・北関東エリアへの産業集積 

・デジタル技術の発展 

・国の地方創生・移住促進支援 

・働き方改革・リモートワークの推進 

・公民連携制度の拡充 

（PPP/PFI、企業版ふるさと納税等） 

・近隣市町の開発（工業立地等） 

・全国的な人口減少 

・激甚災害増加・不安な国際情勢 

・サイバー犯罪、特殊詐欺の増加 

・空き家の増加や農地の荒廃 

・道路施設や下水道などのインフラの老朽化 

・先行きが読みにくい経済情勢 
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【最重点施策の設定】 

 邑楽町の地域資源を最大限に活用し、これからの時代にふさわしい個性的なまちづくりを進

めていくため、下記の視点に着目して最重点施策を設定します。 

 

（最重点施策を決定する視点） 

【成長】 強みを生かし好機をつかむ！ 【改革】 好機を生かし弱みを強みに！ 

【克服】 強みを生かし脅威に打ち勝つ 【転換】 弱みと脅威のリスクに対処する 

 

【最重点施策】 

施策 最重点施策とする理由 

１ 子育て支援 「本町の強み」を更に伸ばし、子育て世代が、このまちに住

み続けてもらう、移り住んでもらうことをねらいとします。 

「2 幼児教育・保育」「3.学校教育」分野と連携しながら更な

る充実を図ります。 

７ 健康づくり 高齢化が進むなか、元気な高齢者を増やすことを主なねらい

とします。「8.地域福祉」「9.高齢者福祉」分野とも連携しな

がら、高齢者が元気に活躍できるまちを目指します。 

１４ 産業振興 製造業や建設業の中小企業の維持や利根川新橋建設インパク

トによる産業立地動向も見据えた企業誘致など、地域経済循

環を高め、自立したまちを目指します。 

また、若い世代の起業支援や子育てしながら在宅ワークでき

る環境など、さまざまな働き方が選択できるまちとします。 

16 タウンプロモーション 本町の魅力を町内外に広く知っていただくことは重要な課題

のひとつです。さまざまな媒体を活用して、情報発信・情報

収集を図り、邑楽町ファン（関係人口）を増やします。 

23 行政効率化ＤＸ デジタル技術の発展に伴い、行政サービスや教育、福祉、防

災などさまざまな分野でデジタルツールを活用し、町民サー

ビスの向上や行政効率化を進めます。 

 

（３） 戦略目標・重点施策 

 上記の最重点施策を踏まえ、５つの戦略目標について、方向性や目標指標、紐づく施策等を

整理したものを次ページ以降に掲載します。 
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戦略目標１ 安心して働き、暮らせる邑楽町の生活環境を創出する 

 

【基本的な考え方】 

・子育て世代や若者、女性などさまざまな人々が、安心して働き、暮らせる町とします。 

そのため、新たな時代のニーズを踏まえた魅力ある働き方や職場づくりを進めます。 

・人口減少下においても、地域コミュニティを維持するとともに、子育て教育・医療・買物・交

通などの生活サービスの維持・拡充を進めます。 

【施策の方向性】 

・さまざまな働き方を選択できる取組や町内企業における働き方改革の促進 

・地域コミュニティの維持・活性化 

・買物・医療・教育、交通などの生活サービスの維持・向上 

・災害に強いまちづくり（地域防災力の強化） 

 

【目標指標】 

目標指標 
現状値 

令和６年（202４年） 

目標値 

令和 12 年（2030 年） 

町民満足度 ８０.３％ （※） ８０％ （維持） 

※町民アンケート結果報告書：問２ 愛着や親しみを「感じている」「やや感じている人」の合計値 

就業率 ８９.６ ％ （※） ９0.0 ％ （維持） 

※国勢調査（令和２年（2020 年））就業者数 12,771 人／15～64 歳人口 14,259 人 

 

【重点施策】 

施 策 テーマ 

１ 子育て支援 邑楽町で子育てがしたくなる！ 安心して子どもを産み育てられるまち 

２ 幼児教育・保育 子どもたちが健やかに、のびのびと成長できるまち 

３ 学校教育 各学校の特色を生かし、地域社会と連携した心の通う教育の推進 

７ 健康づくり 健康寿命を延ばそう！ 健康意識の向上と地域医療連携 

８ 地域福祉 地域で支え合う、福祉のまち 

９ 高齢者福祉 高齢者がいきいきと暮らせる、住みよい地域社会へ 

１１ 防災 激甚災害への備えと地域防災力の強化 

１２ 安全対策 防犯や交通安全など町民が安全・安心に暮らせるまち 

１４ 産業振興 まちの活力を生む産業の育成や企業誘致の好機への準備 

１７ 土地利用 暮らしやすい環境づくりのための計画的な土地利用 

１８ 住宅・住環境 暮らしやすい良質な住宅・住環境の提供 

19 交通 暮らしやすさと産業振興のための交通利便性の向上 

２０ 環境 環境の大切さを考え、守り、次世代へ継承 

２1 協働 地域コミュニティの活性化と町民・行政が協力して進めるまちづくり 

２２ 人権・共生 だれもが人権を尊重し、生きやすい社会の実現 
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戦略目標２ 新たな時代にあった持続可能な地域経済、稼げるまちをつくる 

 

【基本的な考え方】 

・製造業、建設業や農業などの既存の産業の活性化による地域経済循環の向上を図ります。 

・ブランド農作物や食、その他の地域資源やサービスの高付加価値化を図るとともに、プロモー

ションによる販売促進や知名度向上を支援します。 

・６次産業化をはじめ、さまざまな分野の連携、人材、技術の「新結合」による付加価値を生み

出す邑楽町イノベーション創生を検討します。 

【施策の方向性】 

・農産物などのブランド化や６次産業化の推進 

・多々良沼公園やおうら中央公園などの地域の魅力的な自然・文化・歴史を活かした観光振興 

・地域商社の設立や町内の中小企業間連携など、地域経済循環システム構築の検討 

 

【目標指標】 

目標指標 
現状値 

令和６年（202４年） 

目標値 

令和 12 年（2030 年） 

町内総生産（純付加価値額） 671 億円(２０２１年) ７５０億円 

※「純付加価値額」とは、地域の経済活動の規模や活力を示す指標 

 

【重点施策】 

施 策 テーマ 

14 産業振興 まちの活力を生む産業の育成や企業誘致の好機への準備 

15 農業振興 新たな時代における「農業のまち」の再生 

１６ タウンプロモーション 暮らす・訪れる・つながる町へ 

24 財政運営 町民サービス向上と効率的な財政運営の両立 
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戦略目標３ 関係人口を生かした交流・支え合いを進める 

 

【基本的な考え方】 

・町出身者をはじめ、町と関わりがあるさまざまな人たちがまちづくりに関わることができる

関係人口の拡大を目指します。 

・周辺市町をはじめ、東京圏などとの人材交流、インターネットを活用した全国・世界への邑楽

ファンの獲得に向けた取組を進めます。 

【施策の方向性】 

・ 「ふるさと住民登録制度」や二地域居住など、関係人口の拡大に向けた取組の推進 

・周辺市町と連携した多様な主体（行政、企業、団体）が参加できるプラットフォームの構築 

・近隣市町や地方大学による人材交流や人材育成機能の強化に関する政策も検討 

 

【目標指標】 

目標指標 
現状値 

令和６年（202４年） 

目標値 

令和 12 年（2030 年） 

社会増減（転入者－転出者） 1７３ 人（※１） ２００ 人（※２） 

※１ 群馬県移動人口調査（国内外の転入出）５か年の合計値 

※２ 令和７年(2025 年)～令和 12 年(2030 年)の合計値 

 

【重点施策】 

施 策 テーマ 

４ 社会教育 全ての町民が、生涯を通して、いつでも、どこでも学ぶことができるまち 

５ スポーツ振興 町民の健康志向や体力増進にもつながるスポーツや運動習慣の普及･拡大 

16 タウンプロモーション 暮らす・訪れる・つながる町へ 

18 住宅・住環境 暮らしやすい良質な住宅・住環境の提供 

２１ 協働 地域コミュニティの活性化と町民・行政が協力して進めるまちづくり 

23 行政効率化 DX 町民サービス向上のためのデジタル化の推進と広域連携 

２４ 財政運営 町民サービス向上と効率的な財政運営の両立 
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戦略目標４ デジタル技術などを積極的に活用したまちをつくる 

 

【基本的な考え方】 

・邑楽町のさまざまな社会課題解決に向けて、デジタルツールの有効活用を進めます。 

・デジタル技術の導入を目指す企業の取組を支援し、新時代の産業を推進します。 

【施策の方向性】 

・行政手続きのオンライン化、ＤＸ推進 

・防災・防犯をはじめ、安全・安心な暮らしサポートとしてのデジタルツールの活用促進 

・ＡＩ、自動化などを取り入れた持続可能な産業の推進 

 

【目標指標】 

目標指標 
現状値 

令和６年（202４年） 

目標値 

令和 12 年（2030 年） 

町公式 LINE から行える行政手続き数 ０ 件 １０ 件 

 

【重点施策】 

施 策 テーマ 

３ 学校教育 各学校の特色を生かし、地域社会と連携した心の通う教育の推進 

７ 健康づくり 健康寿命を延ばそう！ 健康意識の向上と地域医療連携 

１１ 防災 激甚災害への備えと地域防災力の強化 

１２ 安全対策 防犯や交通安全など町民が安全・安心に暮らせるまち 

１４ 産業振興 まちの活力を生む産業の育成や企業誘致の好機への準備 

１５ 農業振興 新たな時代における「農業のまち」の再生 

16 タウンプロモーション 暮らす・訪れる・つながる町へ 

２１ 協働 地域コミュニティの活性化と町民・行政が協力して進めるまちづくり 

２２ 人権・共生 だれもが人権を尊重し、生きやすい社会の実現 

23 行政効率化 DX 町民サービス向上のためのデジタル化の推進と広域連携 

 

  



88 

 

戦略目標５ さまざまな連携と協働によって新たな時代の地域をつくる 

 

【基本的な考え方】 

・町民との協働による参加型まちづくりを更に進めるとともに、さまざまな知識・技術を有す

る人材の発掘、活躍機会の場づくりを進めます。 

・利根川新橋の建設も視野に入れた足利市、熊谷市を含めた周辺市町との広域連携を進めます。 

・企業や大学、団体など、多様な主体との連携も進めます。 

【施策の方向性】 

・地方創生に向けた町民参加型ワークショップ開催や地域課題解決型の町民活動への支援 

・広域行政の更なる分野の拡大検討 

・企業や大学との連携協定の締結や、連携の場となる協議会・プラットフォームなどの構築 

 

【目標指標】 

目標指標 
現状値 

令和６年（202４年） 

目標値 

令和 12 年（2030 年） 

包括連携事業者の取組事業数 ３６ 件 ５０ 件 

 

【重点施策】 

施 策 テーマ 

１１ 防災 激甚災害への備えと地域防災力の強化 

１２ 安全対策 防犯や交通安全など町民が安全・安心に暮らせるまち 

１６ タウンプロモーション 暮らす・訪れる・つながる町へ 

１９ 交通 暮らしやすさと産業振興のための交通利便性の向上 

２１ 協働 地域コミュニティの活性化と町民・行政が協力して進めるまちづくり 

23 行政効率化ＤＸ 町民サービス向上のためのデジタル化の推進と広域連携 

 


